
 

 

平成 2６年 10 月 24 日    

                                （通算第 225 号）     

  問い合わせ先        

長野県庁園芸畜産課   

 電話 026-235-7232   

 

 

 

 

 

 平成 26 年 9 月 30 日に再発を確認した農場では、その後２０３頭が発症（死亡

16 頭、淘汰１８７頭）しましたが、衛生対策の徹底によるウイルスの拡散防止と

ワクチン接種の徹底により、10 月１１日以降、ＰＥＤを疑う症状は認められてい

ません。 

各農場においても、ＰＥＤから飼養豚を守るため、以下の徹底をお願いします。 

○飼養衛生管理基準の遵守 

○と畜場等の畜産関連施設出入り時の車両、衣服、長靴等の消毒 

○母豚への適切なワクチン接種（２回接種、２回目は分娩２週前を遵守） 

○ワクチンの効果を十分引き出すために子豚にしっかり哺乳させる 

 

 

 

 

本研修会では、家畜の伝染性疾病を伝播する可能性のあるネズミの防除技術の習

得や、本年度、国内で発生があった高病原性鳥インフルエンザや PED の発生要因

等の最新の知見を学びます。 

詳しくは、最寄の家畜保健衛生所にお問い合わせください。 

� 日  時  平成 26 年 11 月 4 日（火） 

午後 1 時から 4 時 30 分まで 

� 場  所  松本市中央公民館（M ｳｲﾝｸﾞ文化ｾﾝﾀｰ） 

南棟 6 階ホール 

松本市中央 1-18-1 

電話：0263-32-1132 

� 講  演  ①畜産関連施設の消毒とネズミ対策 

②「鳥インフルエンザ、口蹄疫、そして PED」の防疫戦略 

 

 

 

 

 

家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 

佐久 0267-62-4123 飯田 0265-53-0439 

 上田支所 0268-23-1630 松本 0263-47-3223 

伊那 0265-72-2782 長野 026-226-0923 

県庁園芸畜産課 026-235-7232   

 

豚流行性下痢（PED）から飼養豚を守るため、 

飼養衛生管理及びワクチン接種の徹底をお願いします！ 

異状の通報、 

問い合わせは 

こちらへ 

自衛防疫体制を強化するための 

『家畜衛生研修会』の開催について 


